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漁
業
災
害
補
償
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案 

新
旧
対
照
条
文 

○ 
漁
業
災
害
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二
百
九
十
三
号
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改

正

案 

現

行 

 
 

 

（
法
第
百
五
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
組
合
員
の
要
件
の
特
例
） 

（
削
る
） 

第
九
条
の
二 

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
百
五
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ

り
定
め
ら
れ
た
区
域
に
係
る
第
二
号
漁
業
を
営
む
者
が
そ
の
組
合
員
と
な
つ
て

い
る
漁
業
協
同
組
合
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
組
合
」
と
い
う
。
）
の

水
産
業
協
同
組
合
法
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
定
款
で
定
め
る
日
数
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
定
款
で
定
め
る
日
数
」
と
い
う
。
）
が
九
十
日
と
異

な
る
と
き
は
、
当
該
定
款
で
定
め
る
日
数
（
当
該
区
域
が
前
条
第
一
項
た
だ
し

書
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
場
合
で
あ
つ
て
当
該
区
域
に

係
る
特
定
組
合
の
い
ず
れ
か
の
定
款
で
定
め
る
日
数
が
他
の
当
該
特
定
組
合
の

定
款
で
定
め
る
日
数
と
異
な
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
定
組
合
の
定
款
で
定

め
る
日
数
、
中
小
漁
業
者
の
数
そ
の
他
当
該
区
域
に
お
け
る
漁
業
事
情
を
勘
案

し
て
定
め
る
日
数
）
を
法
第
百
五
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
当
該
区

域
に
つ
き
定
め
る
日
数
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

（
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
要
件
） 
（
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
要
件
） 

第
九
条
の
二 

（
略
） 

第
九
条
の
三 

（
略
） 

 
 

（
漁
獲
共
済
の
共
済
限
度
額
の
算
定
に
用
い
る
組
合
が
定
め
る
金
額
） 

（
漁
獲
共
済
の
共
済
限
度
額
の
算
定
に
用
い
る
組
合
が
定
め
る
金
額
） 

第
十
一
条 

法
第
百
十
一
条
第
一
項
の
組
合
が
定
め
る
金
額
は
、
共
済
契
約
ご
と

に
、
当
該
共
済
契
約
に
係
る
被
共
済
資
格
者
（
法
第
百
五
条
第
一
項
の
被
共
済

第
十
一
条 

法
第
百
十
一
条
第
一
項
の
組
合
が
定
め
る
金
額
は
、
共
済
契
約
ご
と

に
、
当
該
共
済
契
約
に
係
る
被
共
済
資
格
者
（
法
第
百
五
条
第
一
項
の
被
共
済



 

 

2 

資
格
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
二
十
三
条
第
三
項
第
二
号
及
び
第
二
十
五

条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
営
む
当
該
漁
業
の
当
該
共
済
責
任
期

間
の
開
始
日
（
周
年
操
業
を
す
る
漁
業
に
属
す
る
漁
業
に
係
る
漁
獲
共
済
の
共

済
契
約
に
あ
つ
て
は
、
当
該
共
済
責
任
期
間
の
開
始
日
の
二
月
前
の
日
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
前
五
年
間
に
お
け
る
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
一

定
年
間
の
操
業
に
係
る
漁
獲
金
額
（
第
一
号
漁
業
に
属
す
る
漁
業
に
係
る
漁
獲

共
済
に
つ
い
て
は
、
被
共
済
資
格
者
が
法
第
百
五
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ

る
組
合
員
で
あ
る
と
き
は
、
同
号
ロ
に
規
定
す
る
中
小
漁
業
者
の
全
て
を
通
ず

る
当
該
漁
業
の
当
該
共
済
責
任
期
間
の
開
始
日
前
五
年
間
に
お
け
る
当
該
農
林

水
産
省
令
で
定
め
る
一
定
年
間
の
操
業
に
係
る
漁
獲
金
額
の
合
計
額
と
し
、
第

二
号
漁
業
に
属
す
る
漁
業
に
係
る
漁
獲
共
済
に
つ
い
て
は
、
被
共
済
資
格
者
が

同
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
構
成
員
の
全
て
を
通
ず

る
当
該
漁
業
の
当
該
共
済
責
任
期
間
の
開
始
日
前
五
年
間
に
お
け
る
当
該
農
林

水
産
省
令
で
定
め
る
一
定
年
間
の
操
業
に
係
る
漁
獲
金
額
の
合
計
額
と
す
る
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
基
礎
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
金
額
を
基
準
と
し
、
当
該
被
共
済
資
格
者
の
当
該
漁

業
に
係
る
経
営
事
情
、
当
該
被
共
済
資
格
者
と
当
該
漁
業
に
関
し
近
似
す
る
事

情
の
存
す
る
当
該
漁
業
に
係
る
漁
獲
共
済
の
他
の
被
共
済
資
格
者
の
営
む
当
該

漁
業
の
当
該
共
済
責
任
期
間
の
開
始
日
前
五
年
間
に
お
け
る
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
一
定
年
間
の
操
業
に
係
る
漁
獲
金
額
そ
の
他
当
該
地
域
に
お
け
る
漁
業

事
情
を
勘
案
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

資
格
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
二
十
三
条
第
三
項
第
二
号
及
び
第
二
十
五

条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
営
む
当
該
漁
業
の
当
該
共
済
責
任
期

間
の
開
始
日
（
周
年
操
業
を
す
る
漁
業
に
属
す
る
漁
業
に
係
る
漁
獲
共
済
の
共

済
契
約
に
あ
つ
て
は
、
当
該
共
済
責
任
期
間
の
開
始
日
の
二
月
前
の
日
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
前
五
年
間
に
お
け
る
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
一

定
年
間
の
操
業
に
係
る
漁
獲
金
額
（
第
一
号
漁
業
に
属
す
る
漁
業
に
係
る
漁
獲

共
済
に
つ
い
て
は
、
被
共
済
資
格
者
が
法
第
百
五
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ

る
組
合
員
で
あ
る
と
き
は
、
同
号
ロ
に
規
定
す
る
中
小
漁
業
者
の
す
べ
て
を
通

ず
る
当
該
漁
業
の
当
該
共
済
責
任
期
間
の
開
始
日
前
五
年
間
に
お
け
る
当
該
農

林
水
産
省
令
で
定
め
る
一
定
年
間
の
操
業
に
係
る
漁
獲
金
額
の
合
計
額
と
し
、

第
二
号
漁
業
に
属
す
る
漁
業
に
係
る
漁
獲
共
済
に
つ
い
て
は
、
被
共
済
資
格
者

が
法
第
百
五
条
第
一
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
構
成

員
の
す
べ
て
を
通
ず
る
当
該
漁
業
の
当
該
共
済
責
任
期
間
の
開
始
日
前
五
年
間

に
お
け
る
当
該
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
一
定
年
間
の
操
業
に
係
る
漁
獲
金
額

の
合
計
額
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
基
礎
と
し
て
農
林
水

産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
金
額
を
基
準
と
し
、
当
該
被
共

済
資
格
者
の
当
該
漁
業
に
係
る
経
営
事
情
、
当
該
被
共
済
資
格
者
と
当
該
漁
業

に
関
し
近
似
す
る
事
情
の
存
す
る
当
該
漁
業
に
係
る
漁
獲
共
済
の
他
の
被
共
済

資
格
者
の
営
む
当
該
漁
業
の
当
該
共
済
責
任
期
間
の
開
始
日
前
五
年
間
に
お
け

る
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
一
定
年
間
の
操
業
に
係
る
漁
獲
金
額
そ
の
他
当
該

地
域
に
お
け
る
漁
業
事
情
を
勘
案
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
漁
獲
共
済
の
共
済
金
の
支
払
に
関
す
る
特
約
に
係
る
種
類
の
漁
業
） 

（
漁
獲
共
済
の
共
済
金
の
支
払
に
関
す
る
特
約
に
係
る
種
類
の
漁
業
） 

第
十
二
条
の
二 

法
第
百
十
三
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
種
類
の
漁
業
は
、
第

一
号
漁
業
及
び
第
二
号
漁
業
と
す
る
。 

第
十
二
条
の
二 
法
第
百
十
三
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
種
類
の
漁
業
は
、
第

一
号
漁
業
及
び
第
二
号
漁
業
と
す
る
。 
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（
特
定
養
殖
業
に
係
る
区
域
の
設
定
） 

（
特
定
養
殖
業
に
係
る
区
域
の
設
定
） 

第
十
八
条
の
五 

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
一
定
の
区
域
を
定
め
る
に
は
、
特
定
養
殖
業
を
営
む
者
が
そ
の
組
合
員
と

な
つ
て
い
る
漁
業
協
同
組
合
（
以
下
「
特
定
養
殖
業
組
合
」
と
い
う
。
）
の
地

区
（
そ
の
地
区
が
他
の
都
道
府
県
の
区
域
に
わ
た
る
特
定
養
殖
業
組
合
に
つ
い

て
は
、
そ
の
地
区
の
う
ち
当
該
都
道
府
県
の
区
域
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下

同
じ
。
）
ご
と
に
、
そ
の
地
区
の
全
部
が
一
の
区
域
と
な
る
よ
う
に
定
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
定
養
殖
業
組
合
の
地
区
の
全
部
又
は
一
部
が
同

一
の
種
類
の
特
定
養
殖
業
に
係
る
他
の
特
定
養
殖
業
組
合
の
地
区
の
一
部
と
な

つ
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
地
区
の
全
部
を
合
わ
せ
た
区
域
が
一
の
区
域
と

な
る
よ
う
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
八
条
の
五 

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の

規
定
に
よ
り
一
定
の
区
域
を
定
め
る
に
は
、
特
定
養
殖
業
を
営
む
者
が
そ
の
組

合
員
と
な
つ
て
い
る
漁
業
協
同
組
合
（
以
下
「
特
定
養
殖
業
組
合
」
と
い
う
。

）
の
地
区
（
そ
の
地
区
が
他
の
都
道
府
県
の
区
域
に
わ
た
る
特
定
養
殖
業
組
合

に
つ
い
て
は
、
そ
の
地
区
の
う
ち
当
該
都
道
府
県
の
区
域
に
係
る
部
分
に
限
る

。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
、
そ
の
地
区
の
全
部
が
一
の
区
域
と
な
る
よ
う
に
定

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
定
養
殖
業
組
合
の
地
区
の
全
部
又
は
一

部
が
同
一
の
種
類
の
特
定
養
殖
業
に
係
る
他
の
特
定
養
殖
業
組
合
の
地
区
の
一

部
と
な
つ
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
地
区
の
全
部
を
あ
わ
せ
た
区
域
が
一
の

区
域
と
な
る
よ
う
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
・
３ 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

都
道
府
県
知
事
が
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
定
の
区

域
を
定
め
た
場
合
に
は
、
第
七
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

４ 

都
道
府
県
知
事
が
法
第
百
二
十
五
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
一

定
の
区
域
を
定
め
た
場
合
に
は
、
第
七
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

 
 

（
区
域
内
特
定
養
殖
業
者
の
要
件
） 

（
区
域
内
特
定
養
殖
業
者
の
要
件
） 

第
十
八
条
の
六 

法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

第
十
八
条
の
六 

法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

一 

法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
区
域
に
係
る

特
定
養
殖
業
を
営
む
日
数
が
一
年
を
通
じ
て
九
十
日
（
当
該
区
域
に
つ
き
、

九
十
日
を
超
え
百
二
十
日
ま
で
の
範
囲
内
で
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
こ
れ
と
異
な
る
日
数
を
定
め
た
と
き
は
、
そ

の
日
数
）
を
超
え
る
こ
と
。 

一 

法
第
百
二
十
五
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
区
域

に
係
る
特
定
養
殖
業
を
営
む
日
数
が
一
年
を
通
じ
て
九
十
日
（
当
該
区
域
に

つ
き
、
九
十
日
を
超
え
百
二
十
日
ま
で
の
範
囲
内
で
、
農
林
水
産
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
こ
れ
と
異
な
る
日
数
を
定
め
た
と
き

は
、
そ
の
日
数
）
を
超
え
る
こ
と
。 

二 

（
略
） 

二 

（
略
） 
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（
特
定
養
殖
共
済
の
共
済
限
度
額
の
算
定
に
用
い
る
組
合
が
定
め
る
金
額
） 

（
特
定
養
殖
共
済
の
共
済
限
度
額
の
算
定
に
用
い
る
組
合
が
定
め
る
金
額
） 

第
十
八
条
の
七 

法
第
百
二
十
五
条
の
九
第
一
項
の
組
合
が
定
め
る
金
額
は
、
共

済
契
約
ご
と
に
、
当
該
共
済
契
約
に
係
る
被
共
済
資
格
者
（
法
第
百
二
十
五
条

の
三
第
一
項
の
被
共
済
資
格
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
二
十
三
条
第
三
項

第
四
号
及
び
第
二
十
五
条
第
二
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
営
む
当
該
特

定
養
殖
業
の
当
該
共
済
責
任
期
間
の
開
始
日
前
五
年
間
に
お
け
る
農
林
水
産
省

令
で
定
め
る
一
定
年
間
の
養
殖
に
係
る
生
産
金
額
を
基
礎
と
し
て
農
林
水
産
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
金
額
を
基
準
と
し
、
当
該
被
共
済
資

格
者
の
当
該
特
定
養
殖
業
に
係
る
経
営
事
情
、
当
該
被
共
済
資
格
者
と
当
該
特

定
養
殖
業
に
関
し
近
似
す
る
事
情
の
存
す
る
当
該
特
定
養
殖
業
に
係
る
特
定
養

殖
共
済
の
他
の
被
共
済
資
格
者
の
営
む
当
該
特
定
養
殖
業
の
当
該
共
済
責
任
期

間
の
開
始
日
前
五
年
間
に
お
け
る
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
一
定
年
間
の
養
殖

に
係
る
生
産
金
額
そ
の
他
当
該
地
域
に
お
け
る
養
殖
業
の
事
情
を
勘
案
し
て
定

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
八
条
の
七 

法
第
百
二
十
五
条
の
九
第
一
項
の
組
合
が
定
め
る
金
額
は
、
共

済
契
約
ご
と
に
、
当
該
共
済
契
約
に
係
る
被
共
済
資
格
者
（
法
第
百
二
十
五
条

の
三
第
一
項
第
一
号
の
被
共
済
資
格
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
二
十
三
条

第
三
項
第
四
号
及
び
第
二
十
五
条
第
二
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
営
む

当
該
特
定
養
殖
業
の
当
該
共
済
責
任
期
間
の
開
始
日
前
五
年
間
に
お
け
る
農
林

水
産
省
令
で
定
め
る
一
定
年
間
の
養
殖
に
係
る
生
産
金
額
を
基
礎
と
し
て
農
林

水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
金
額
を
基
準
と
し
、
当
該
被

共
済
資
格
者
の
当
該
特
定
養
殖
業
に
係
る
経
営
事
情
、
当
該
被
共
済
資
格
者
と

当
該
特
定
養
殖
業
に
関
し
近
似
す
る
事
情
の
存
す
る
当
該
特
定
養
殖
業
に
係
る

特
定
養
殖
共
済
の
他
の
被
共
済
資
格
者
の
営
む
当
該
特
定
養
殖
業
の
当
該
共
済

責
任
期
間
の
開
始
日
前
五
年
間
に
お
け
る
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
一
定
年
間

の
養
殖
に
係
る
生
産
金
額
そ
の
他
当
該
地
域
に
お
け
る
養
殖
業
の
事
情
を
勘
案

し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

（
基
準
生
産
数
量
） 

（
削
る
） 

第
十
八
条
の
九 

法
第
百
二
十
五
条
の
十
一
第
一
項
の
組
合
が
定
め
る
基
準
生
産

数
量
は
、
共
済
契
約
ご
と
に
、
当
該
共
済
契
約
に
係
る
被
共
済
者
の
営
む
当
該

特
定
養
殖
業
の
当
該
共
済
責
任
期
間
の
開
始
日
前
五
年
間
に
お
け
る
農
林
水
産

省
令
で
定
め
る
一
定
年
間
の
養
殖
に
係
る
生
産
数
量
を
基
礎
と
し
て
農
林
水
産

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
数
量
を
基
準
と
し
て
定
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

法
第
百
二
十
五
条
の
十
一
第
二
項
の
組
合
が
定
め
る
基
準
生
産
数
量
は
、
共

済
契
約
ご
と
に
、
当
該
共
済
契
約
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
特
定
中
小
漁
業
者
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の
す
べ
て
を
通
ず
る
当
該
特
定
養
殖
業
の
当
該
共
済
責
任
期
間
の
開
始
日
前
五

年
間
に
お
け
る
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
一
定
年
間
の
養
殖
に
係
る
生
産
数
量

の
合
計
数
量
を
基
礎
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
さ

れ
る
数
量
を
基
準
と
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
特
定
養
殖
共
済
の
共
済
金
の
支
払
に
関
す
る
特
約
に
係
る
特
定
養
殖
業
の
種

類
） 

（
特
定
養
殖
共
済
の
共
済
金
の
支
払
に
関
す
る
特
約
に
係
る
特
定
養
殖
業
の
種

類
） 

第
十
八
条
の
九 

法
第
百
二
十
五
条
の
十
一
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
種
類
の
特

定
養
殖
業
は
、
の
り
等
養
殖
業
、
わ
か
め
養
殖
業
、
こ
ん
ぶ
養
殖
業
、
真
珠
母

貝
養
殖
業
、
ほ
た
て
貝
等
養
殖
業
、
特
定
か
き
養
殖
業
、
く
る
ま
え
び
養
殖
業

、
う
に
養
殖
業
及
び
ほ
や
養
殖
業
と
す
る
。 

第
十
八
条
の
十 

法
第
百
二
十
五
条
の
十
一
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
種
類
の
特

定
養
殖
業
は
、
の
り
等
養
殖
業
、
わ
か
め
養
殖
業
、
こ
ん
ぶ
養
殖
業
、
真
珠
母

貝
養
殖
業
、
ほ
た
て
貝
等
養
殖
業
、
特
定
か
き
養
殖
業
、
く
る
ま
え
び
養
殖
業

、
う
に
養
殖
業
及
び
ほ
や
養
殖
業
と
す
る
。 

 
 

（
漁
業
施
設
共
済
に
係
る
再
共
済
金
額
の
算
定
に
用
い
る
割
合
） 

（
漁
業
施
設
共
済
に
係
る
再
共
済
金
額
の
算
定
に
用
い
る
割
合
） 

第
二
十
二
条
の
二 

法
第
百
四
十
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
割
合
は
、

百
分
の
九
十
五
と
す
る
。 

第
二
十
二
条
の
二 

法
第
百
四
十
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
割
合
は
、

百
分
の
九
十
と
す
る
。 

 
 

（
連
合
会
の
漁
業
共
済
事
業
に
つ
い
て
の
技
術
的
読
替
え
） 

（
連
合
会
の
漁
業
共
済
事
業
に
つ
い
て
の
技
術
的
読
替
え
） 

第
二
十
二
条
の
四 

法
第
百
四
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替

え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
二
十
二
条
の
四 

法
第
百
四
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替

え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読

み

替

え

る

法

の

規

定 

読
み
替
え
ら

れ
る
字
句 

読
み
替
え
る

字
句 

第
八
十
五
条
、
第
九
十
一
条
第
四
項
、

第
百
五
条
第
一
項
、
第
百
五
条
の
二
第

一
項
、
第
百
八
条
第
一
項
、
第
百
十
一

条
第
一
項
、
第
百
十
三
条
第
一
項
、
第 

組
合
員 

 

特
定
会
員 

読

み

替

え

る

法

の

規

定 

読
み
替
え
ら

れ
る
字
句 

読
み
替
え
る

字
句 

第
八
十
五
条
、
第
九
十
一
条
第
四
項
、

第
百
五
条
第
一
項
、
第
百
五
条
の
二
第

一
項
、
第
百
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項

ま
で
、
第
百
十
条
第
一
項
、
第
百
十
一 

組
合
員 

特
定
会
員 
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百
十
六
条
第
一
項
、
第
百
二
十
五
条
の

三
第
一
項
及
び
第
百
二
十
七
条
第
一
項 

      

 
 

 

条
第
一
項
、
第
百
十
三
条
第
一
項
か
ら

第
四
項
ま
で
、
第
百
十
六
条
第
一
項
、

第
百
二
十
五
条
の
三
第
一
項
、
第
百
二

十
五
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第

百
二
十
五
条
の
八
第
一
項
、
第
百
二
十

五
条
の
十
一
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第

百
二
十
七
条
第
一
項
並
び
に
第
百
九
十

五
条
第
一
項
第
二
号 

 
 

 

 
 

（
共
済
掛
金
の
補
助
） 

（
共
済
掛
金
の
補
助
） 

第
二
十
三
条 

漁
獲
共
済
、
養
殖
共
済
、
特
定
貝
類
等
養
殖
業
（
真
珠
母
貝
養
殖

業
、
ほ
た
て
貝
等
養
殖
業
、
特
定
か
き
養
殖
業
、
く
る
ま
え
び
養
殖
業
、
う
に

養
殖
業
及
び
ほ
や
養
殖
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る

特
定
養
殖
共
済
及
び
養
殖
共
済
の
対
象
と
す
る
養
殖
業
又
は
特
定
貝
類
等
養
殖

業
に
供
用
す
る
養
殖
施
設
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
養
殖
施
設
」
と
い

う
。
）
を
共
済
目
的
と
す
る
漁
業
施
設
共
済
の
共
済
掛
金
に
係
る
法
第
百
九
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
の
金
額
は
、
共
済
契
約
ご
と
に
、
共
済
金

額
（
共
済
金
額
の
共
済
限
度
額
又
は
共
済
価
額
に
対
す
る
割
合
が
、
別
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
補
助
限
度
率
を
超
え
る
場

合
に
は
、
共
済
限
度
額
又
は
共
済
価
額
に
当
該
補
助
限
度
率
を
乗
じ
て
得
た
金

額
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
純
共
済
掛
金
率
の
限
度
と
な
つ
た
基
準
共

済
掛
金
率
を
乗
じ
、
更
に
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
補
助
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。 

 

第
二
十
三
条 

漁
獲
共
済
、
養
殖
共
済
、
特
定
貝
類
等
養
殖
業
（
真
珠
母
貝
養
殖

業
、
ほ
た
て
貝
等
養
殖
業
、
特
定
か
き
養
殖
業
、
く
る
ま
え
び
養
殖
業
、
う
に

養
殖
業
及
び
ほ
や
養
殖
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る

特
定
養
殖
共
済
及
び
養
殖
共
済
の
対
象
と
す
る
養
殖
業
又
は
特
定
貝
類
等
養
殖

業
に
供
用
す
る
養
殖
施
設
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
養
殖
施
設
」
と
い

う
。
）
を
共
済
目
的
と
す
る
漁
業
施
設
共
済
の
共
済
掛
金
に
係
る
法
第
百
九
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
の
金
額
は
、
共
済
契
約
ご
と
に
、
共
済
金

額
（
共
済
金
額
の
共
済
限
度
額
（
第
二
号
漁
業
に
属
す
る
漁
業
に
係
る
漁
獲
共

済
に
つ
い
て
は
、
共
済
契
約
者
が
法
第
百
五
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
組

合
員
で
あ
る
と
き
は
、
同
号
ロ
に
規
定
す
る
規
約
を
定
め
て
い
る
中
小
漁
業
者

の
全
て
を
通
ず
る
単
位
共
済
限
度
額
の
合
計
額
と
し
、
特
定
貝
類
等
養
殖
業
に

係
る
特
定
養
殖
共
済
に
つ
い
て
は
、
共
済
契
約
者
が
法
第
百
二
十
五
条
の
三
第

一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
組
合
員
で
あ
る
と
き
は
、
同
号
に
規
定
す
る
規
約
を
定

め
て
い
る
中
小
漁
業
者
の
全
て
を
通
ず
る
単
位
共
済
限
度
額
の
合
計
額
と
す
る

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
共
済
価
額
に
対
す
る
割
合
が
、
別
表
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の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
補
助
限
度
率
を
超
え

る
場
合
に
は
、
共
済
限
度
額
又
は
共
済
価
額
に
当
該
補
助
限
度
率
を
乗
じ
て
得

た
金
額
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
純
共
済
掛
金
率
の
限
度
と
な
つ
た
基

準
共
済
掛
金
率
を
乗
じ
、
更
に
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
補
助
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
申
込
み
に
基
づ
い
て
締
結
さ
れ
た
共
済
契

約
に
基
づ
き
支
払
う
べ
き
共
済
掛
金
に
係
る
法
第
百
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
補
助
金
の
金
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
共
済
契
約
ご
と

に
、
共
済
金
額
に
純
共
済
掛
金
率
の
限
度
と
な
つ
た
基
準
共
済
掛
金
率
を
乗
じ

、
更
に
、
漁
獲
共
済
、
養
殖
共
済
、
特
定
貝
類
等
養
殖
業
に
係
る
特
定
養
殖
共

済
及
び
特
定
養
殖
施
設
を
共
済
目
的
と
す
る
漁
業
施
設
共
済
に
あ
つ
て
は
別
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
補
助
率
に
二
を
乗
じ
て

得
た
割
合
（
同
表
の
上
欄
の
第
二
号
㈣
に
掲
げ
る
区
分
に
あ
つ
て
は
百
分
の
四

十
五
、
同
号
㈥
に
掲
げ
る
区
分
に
あ
つ
て
は
百
分
の
三
十
五
）
を
、
特
定
藻
類

養
殖
業
に
係
る
特
定
養
殖
共
済
及
び
特
定
藻
類
養
殖
業
に
供
用
す
る
養
殖
施
設

を
共
済
目
的
と
す
る
漁
業
施
設
共
済
に
あ
つ
て
は
百
分
の
五
十
五
を
乗
じ
て
得

た
金
額
と
す
る
。 

３ 

次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
申
込
み
に
基
づ
い
て
締
結
さ
れ
た
共
済
契

約
に
基
づ
き
支
払
う
べ
き
共
済
掛
金
に
係
る
法
第
百
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
補
助
金
の
金
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
共
済
契
約
ご
と

に
、
共
済
金
額
に
純
共
済
掛
金
率
の
限
度
と
な
つ
た
基
準
共
済
掛
金
率
を
乗
じ

、
更
に
、
漁
獲
共
済
、
養
殖
共
済
、
特
定
貝
類
等
養
殖
業
に
係
る
特
定
養
殖
共

済
及
び
特
定
養
殖
施
設
を
共
済
目
的
と
す
る
漁
業
施
設
共
済
に
あ
つ
て
は
別
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
補
助
率
に
二
を
乗
じ
て

得
た
割
合
（
同
表
の
上
欄
の
第
二
号
㈣
に
掲
げ
る
区
分
に
あ
つ
て
は
百
分
の
四

十
五
、
同
号
㈥
に
掲
げ
る
区
分
に
あ
つ
て
は
百
分
の
三
十
五
）
を
、
特
定
藻
類

養
殖
業
に
係
る
特
定
養
殖
共
済
及
び
特
定
藻
類
養
殖
業
に
供
用
す
る
養
殖
施
設

を
共
済
目
的
と
す
る
漁
業
施
設
共
済
に
あ
つ
て
は
百
分
の
五
十
五
を
乗
じ
て
得

た
金
額
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

第
二
号
漁
業
に
属
す
る
漁
業
に
係
る
漁
獲
共
済
に
あ
つ
て
は
、
法
第
百
五

条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
区
域
ご
と
及
び
区
分
ご
と

に
特
定
第
二
号
漁
業
者
（
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ

の
号
及
び
第
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
全
て
に
つ
い

て
、
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
漁
獲
共
済
に
係
る
共
済
契
約

の
締
結
の
申
込
み
が
さ
れ
、
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
百
五
条

二 

第
二
号
漁
業
に
属
す
る
漁
業
に
係
る
漁
獲
共
済
に
あ
つ
て
は
、
法
第
百
五

条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
区
域
ご
と
及
び
区
分
ご
と

に
特
定
第
二
号
漁
業
者
（
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ

の
号
及
び
第
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
全
て
に
つ
い

て
、
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
漁
獲
共
済
に
係
る
共
済
契
約

の
締
結
の
申
込
み
が
さ
れ
、
又
は
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
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第
一
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
団
体
か
ら
の
当
該
漁
獲
共
済
に
係
る
共
済
契
約

の
締
結
の
申
込
み
が
さ
れ
た
場
合
（
そ
の
申
込
み
に
際
し
当
該
区
域
内
に
住

所
又
は
漁
業
根
拠
地
を
有
し
か
つ
当
該
区
分
に
係
る
漁
業
を
営
む
特
定
第
二

号
漁
業
者
以
外
の
被
共
済
資
格
者
か
ら
併
せ
て
当
該
漁
獲
共
済
に
係
る
共
済

契
約
の
締
結
の
申
込
み
が
あ
つ
た
場
合
を
含
む
。
） 

よ
る
法
第
百
五
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
組
合
員
若
し
く
は
同
号
ハ
に

掲
げ
る
団
体
か
ら
の
当
該
漁
獲
共
済
に
係
る
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
が

さ
れ
た
場
合
（
そ
の
申
込
み
に
際
し
当
該
区
域
内
に
住
所
又
は
漁
業
根
拠
地

を
有
し
か
つ
当
該
区
分
に
係
る
漁
業
を
営
む
特
定
第
二
号
漁
業
者
以
外
の
被

共
済
資
格
者
か
ら
併
せ
て
当
該
漁
獲
共
済
に
係
る
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込

み
が
あ
つ
た
場
合
を
含
む
。
） 

三 

（
略
） 

三 

（
略
） 

四 

特
定
養
殖
共
済
に
あ
つ
て
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
の
都
道
府

県
知
事
が
定
め
る
区
域
ご
と
に
、
区
域
内
特
定
養
殖
業
者
（
農
林
水
産
省
令

で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
二
十
五
条
第
二
項
第
四
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
全
て
に
つ
い
て
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
当
該
特
定
養
殖
共
済
に
係
る
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
が
さ
れ

た
場
合
（
そ
の
申
込
み
に
際
し
、
当
該
区
域
内
に
住
所
を
有
し
、
か
つ
、
当

該
特
定
養
殖
業
を
営
む
区
域
内
特
定
養
殖
業
者
以
外
の
被
共
済
資
格
者
か
ら

併
せ
て
当
該
特
定
養
殖
共
済
に
係
る
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
が
あ
つ
た

場
合
を
含
む
。
） 

四 

特
定
養
殖
共
済
に
あ
つ
て
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の

都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
区
域
ご
と
に
、
区
域
内
特
定
養
殖
業
者
（
農
林
水

産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
二
十
五
条
第
二
項
第

四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
全
て
に
つ
い
て
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
当
該
特
定
養
殖
共
済
に
係
る
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み

が
さ
れ
、
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
百
二
十
五
条
の
三
第
一
項

第
二
号
に
掲
げ
る
組
合
員
か
ら
の
当
該
特
定
養
殖
共
済
に
係
る
共
済
契
約
の

締
結
の
申
込
み
が
さ
れ
た
場
合
（
そ
の
申
込
み
に
際
し
、
当
該
区
域
内
に
住

所
を
有
し
、
か
つ
、
当
該
特
定
養
殖
業
を
営
む
区
域
内
特
定
養
殖
業
者
以
外

の
被
共
済
資
格
者
か
ら
併
せ
て
当
該
特
定
養
殖
共
済
に
係
る
共
済
契
約
の
締

結
の
申
込
み
が
あ
つ
た
場
合
を
含
む
。
） 

五 

（
略
） 

五 

（
略
） 

４ 

第
二
号
漁
業
に
属
す
る
漁
業
に
係
る
漁
獲
共
済
の
共
済
契
約
者
の
営
む
当
該

共
済
契
約
に
係
る
漁
業
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
共
済
契
約
漁
業

」
と
い
う
。
）
の
共
済
責
任
期
間
中
に
お
け
る
通
常
の
漁
獲
金
額
と
し
て
農
林

水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
す
る
金
額
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
金
額
。
以
下
「
基
準
漁
獲
金
額
」
と
い

う
。
）
が
一
億
六
千
万
円
（
当
該
共
済
契
約
漁
業
が
漁
業
協
同
組
合
等
の
営
む

４ 

第
二
号
漁
業
に
属
す
る
漁
業
に
係
る
漁
獲
共
済
の
共
済
契
約
者
の
営
む
当
該

共
済
契
約
に
係
る
漁
業
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
共
済
契
約
漁
業

」
と
い
う
。
）
の
共
済
責
任
期
間
中
に
お
け
る
通
常
の
漁
獲
金
額
と
し
て
農
林

水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
す
る
金
額
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
金
額
。
以
下
「
基
準
漁
獲
金
額
」
と
い

う
。
）
が
一
億
六
千
万
円
（
当
該
共
済
契
約
漁
業
が
漁
業
協
同
組
合
等
の
営
む
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定
置
漁
業
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
八
億
円
）
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

当
該
共
済
契
約
に
基
づ
き
支
払
う
べ
き
共
済
掛
金
に
係
る
法
第
百
九
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
の
金
額
は
、
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
金
額
に
、
更
に
、
一
億
六
千
万
円
（

当
該
共
済
契
約
漁
業
が
漁
業
協
同
組
合
等
の
営
む
定
置
漁
業
で
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
八
億
円
）
の
基
準
漁
獲
金
額
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と

す
る
。 

定
置
漁
業
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
八
億
円
）
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

当
該
共
済
契
約
に
基
づ
き
支
払
う
べ
き
共
済
掛
金
に
係
る
法
第
百
九
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
の
金
額
は
、
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
金
額
に
、
更
に
、
一
億
六
千
万
円
（

当
該
共
済
契
約
漁
業
が
漁
業
協
同
組
合
等
の
営
む
定
置
漁
業
で
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
八
億
円
）
の
基
準
漁
獲
金
額
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と

す
る
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

（
削
る
） 

二 

共
済
契
約
者
が
法
第
百
五
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
組
合
員
で
あ
る

場
合 

同
号
ロ
に
規
定
す
る
規
約
を
定
め
て
い
る
中
小
漁
業
者
の
全
て
を
通

ず
る
共
済
契
約
漁
業
の
共
済
責
任
期
間
中
に
お
け
る
通
常
の
漁
獲
金
額
と
し

て
当
該
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
す
る
金
額
（
当
該
共

済
契
約
漁
業
に
つ
き
漁
業
単
位
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
漁
業
単
位

ご
と
に
当
該
共
済
契
約
漁
業
の
共
済
責
任
期
間
中
に
お
け
る
通
常
の
漁
獲
金

額
と
し
て
当
該
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
す
る
金
額
の

う
ち
最
高
の
も
の
）
の
合
計
額
を
当
該
中
小
漁
業
者
の
数
で
除
し
て
得
た
金

額 

二 

共
済
契
約
者
が
法
第
百
五
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
団
体
で
あ
る
場

合 

同
号
ロ
に
掲
げ
る
団
体
の
構
成
員
の
全
て
を
通
ず
る
共
済
契
約
漁
業
の

共
済
責
任
期
間
中
に
お
け
る
通
常
の
漁
獲
金
額
と
し
て
当
該
農
林
水
産
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
す
る
金
額
（
当
該
共
済
契
約
漁
業
に
つ
き
漁

業
単
位
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
漁
業
単
位
ご
と
に
当
該
共
済
契
約

漁
業
の
共
済
責
任
期
間
中
に
お
け
る
通
常
の
漁
獲
金
額
と
し
て
当
該
農
林
水

産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
す
る
金
額
の
う
ち
最
高
の
も
の
）
の

合
計
額
を
当
該
構
成
員
の
数
で
除
し
て
得
た
金
額 

三 

共
済
契
約
者
が
法
第
百
五
条
第
一
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
団
体
で
あ
る
場

合 

同
号
ハ
に
掲
げ
る
団
体
の
構
成
員
の
全
て
を
通
ず
る
共
済
契
約
漁
業
の

共
済
責
任
期
間
中
に
お
け
る
通
常
の
漁
獲
金
額
と
し
て
当
該
農
林
水
産
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
す
る
金
額
（
当
該
共
済
契
約
漁
業
に
つ
き
漁

業
単
位
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
漁
業
単
位
ご
と
に
当
該
共
済
契
約

漁
業
の
共
済
責
任
期
間
中
に
お
け
る
通
常
の
漁
獲
金
額
と
し
て
当
該
農
林
水

産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
す
る
金
額
の
う
ち
最
高
の
も
の
）
の

合
計
額
を
当
該
構
成
員
の
数
で
除
し
て
得
た
金
額 
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５ 

（
略
） 

５ 

（
略
） 

 
 

（
共
済
掛
金
に
係
る
補
助
を
受
け
る
漁
業
の
規
模
等
） 

（
共
済
掛
金
に
係
る
補
助
を
受
け
る
漁
業
の
規
模
等
） 

第
二
十
五
条 
法
第
百
九
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
一
定
の
規
模

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
二
十
五
条 

法
第
百
九
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
一
定
の
規
模

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

漁
獲
共
済
の
共
済
契
約
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
営
む
当
該
共
済
契
約
に
係

る
漁
業
に
使
用
す
る
漁
船
の
合
計
総
ト
ン
数
（
共
済
契
約
者
の
営
む
当
該
共

済
契
約
に
係
る
漁
業
に
つ
き
漁
業
単
位
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
当
該
漁
業

に
使
用
す
る
漁
船
の
漁
業
単
位
ご
と
の
合
計
総
ト
ン
数
の
う
ち
最
高
の
も
の

と
し
、
共
済
契
約
者
が
法
第
百
五
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
団
体
で
あ

る
場
合
に
は
そ
の
構
成
員
の
営
む
当
該
共
済
契
約
に
係
る
漁
業
に
使
用
す
る

漁
船
の
合
計
総
ト
ン
数
（
当
該
構
成
員
の
営
む
当
該
共
済
契
約
に
係
る
漁
業

に
つ
き
漁
業
単
位
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
漁
業
に
使
用
す
る
漁
船

の
漁
業
単
位
ご
と
の
合
計
総
ト
ン
数
の
う
ち
最
高
の
も
の
）
の
合
計
数
を
当

該
構
成
員
の
数
で
除
し
て
得
た
数
と
す
る
。
次
項
第
一
号
及
び
別
表
第
二
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
百
ト
ン
に
満
た
な
い
こ
と
。 

一 

漁
獲
共
済
の
共
済
契
約
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
営
む
当
該
共
済
契
約
に
係

る
漁
業
に
使
用
す
る
漁
船
の
合
計
総
ト
ン
数
（
共
済
契
約
者
の
営
む
当
該
共

済
契
約
に
係
る
漁
業
に
つ
き
漁
業
単
位
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
当
該
漁
業

に
使
用
す
る
漁
船
の
漁
業
単
位
ご
と
の
合
計
総
ト
ン
数
の
う
ち
最
高
の
も
の

と
し
、
共
済
契
約
者
が
法
第
百
五
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
組
合
員
で

あ
る
場
合
に
は
同
号
ロ
に
規
定
す
る
規
約
を
定
め
て
い
る
中
小
漁
業
者
の
営

む
当
該
共
済
契
約
に
係
る
漁
業
に
使
用
す
る
漁
船
の
合
計
総
ト
ン
数
（
当
該

中
小
漁
業
者
の
営
む
当
該
共
済
契
約
に
係
る
漁
業
に
つ
き
漁
業
単
位
が
二
以

上
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
漁
業
に
使
用
す
る
漁
船
の
漁
業
単
位
ご
と
の
合
計

総
ト
ン
数
の
う
ち
最
高
の
も
の
）
の
合
計
数
を
当
該
中
小
漁
業
者
の
数
で
除

し
て
得
た
数
と
し
、
共
済
契
約
者
が
同
号
ハ
に
掲
げ
る
団
体
で
あ
る
場
合
に

は
そ
の
構
成
員
の
営
む
当
該
共
済
契
約
に
係
る
漁
業
に
使
用
す
る
漁
船
の
合

計
総
ト
ン
数
（
当
該
構
成
員
の
営
む
当
該
共
済
契
約
に
係
る
漁
業
に
つ
き
漁

業
単
位
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
漁
業
に
使
用
す
る
漁
船
の
漁
業
単

位
ご
と
の
合
計
総
ト
ン
数
の
う
ち
最
高
の
も
の
）
の
合
計
数
を
当
該
構
成
員

の
数
で
除
し
て
得
た
数
と
す
る
。
次
項
第
一
号
及
び
別
表
第
二
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
百
ト
ン
に
満
た
な
い
こ
と
。 

二
・
三 

（
略
） 

二
・
三 
（
略
） 

四 

特
定
養
殖
共
済
の
共
済
契
約
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
共
済
契
約
者
の
営
む

当
該
共
済
契
約
に
係
る
特
定
養
殖
業
が
の
り
等
養
殖
業
で
あ
る
場
合
に
は
当

四 

特
定
養
殖
共
済
の
共
済
契
約
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
共
済
契
約
者
の
営
む

当
該
共
済
契
約
に
係
る
特
定
養
殖
業
が
の
り
等
養
殖
業
で
あ
る
場
合
に
は
当
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該
特
定
養
殖
業
に
供
用
す
る
網
ひ
び
の
共
済
責
任
期
間
中
に
お
け
る
最
高
の

柵
数
が
、
当
該
共
済
契
約
者
の
営
む
当
該
共
済
契
約
に
係
る
特
定
養
殖
業
が

わ
か
め
養
殖
業
、
こ
ん
ぶ
養
殖
業
、
真
珠
母
貝
養
殖
業
、
ほ
た
て
貝
等
養
殖

業
、
特
定
か
き
養
殖
業
、
う
に
養
殖
業
又
は
ほ
や
養
殖
業
で
あ
る
場
合
に
は

当
該
特
定
養
殖
業
に
供
用
す
る
い
か
だ
の
共
済
責
任
期
間
中
に
お
け
る
最
高

の
台
数
が
、
当
該
共
済
契
約
者
の
営
む
当
該
共
済
契
約
に
係
る
特
定
養
殖
業

が
く
る
ま
え
び
養
殖
業
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
特
定
養
殖
業
に
供
用
す
る
養

殖
池
の
共
済
責
任
期
間
中
に
お
け
る
最
高
の
面
数
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
特
定
養
殖
業
の
種
類
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
柵
数
、
台
数
又
は

面
数
（
当
該
共
済
契
約
者
が
当
該
特
定
養
殖
業
を
営
む
漁
業
協
同
組
合
又
は

漁
業
生
産
組
合
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
柵
数
、
台
数
又
は
面
数
に
、
真
珠

母
貝
養
殖
業
に
あ
つ
て
は
十
、
の
り
等
養
殖
業
、
ほ
た
て
貝
等
養
殖
業
、
特

定
か
き
養
殖
業
、
く
る
ま
え
び
養
殖
業
、
う
に
養
殖
業
及
び
ほ
や
養
殖
業
に

あ
つ
て
は
五
を
乗
じ
て
得
た
柵
数
、
台
数
又
は
面
数
）
に
満
た
な
い
こ
と
。 

特
定
養
殖
業
の
種
類 

柵
数
、
台
数
又
は
面
数 

（
略
） 

（
略
） 

 

該
特
定
養
殖
業
に
供
用
す
る
網
ひ
び
の
共
済
責
任
期
間
中
に
お
け
る
最
高
の

柵
数
（
当
該
共
済
契
約
者
が
法
第
百
二
十
五
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ

る
組
合
員
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
号
に
規
定
す
る
規
約
を
定
め
て
い
る
中
小

漁
業
者
の
営
む
当
該
共
済
契
約
に
係
る
特
定
養
殖
業
に
供
用
す
る
網
ひ
び
の

共
済
責
任
期
間
中
に
お
け
る
最
高
の
柵
数
の
合
計
数
を
当
該
中
小
漁
業
者
の

数
で
除
し
て
得
た
柵
数
）
が
、
当
該
共
済
契
約
者
の
営
む
当
該
共
済
契
約
に

係
る
特
定
養
殖
業
が
わ
か
め
養
殖
業
、
こ
ん
ぶ
養
殖
業
、
真
珠
母
貝
養
殖
業

、
ほ
た
て
貝
等
養
殖
業
、
特
定
か
き
養
殖
業
、
う
に
養
殖
業
又
は
ほ
や
養
殖

業
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
特
定
養
殖
業
に
供
用
す
る
い
か
だ
の
共
済
責
任
期

間
中
に
お
け
る
最
高
の
台
数
（
当
該
共
済
契
約
者
が
同
号
に
掲
げ
る
組
合
員

で
あ
る
場
合
に
は
、
同
号
に
規
定
す
る
規
約
を
定
め
て
い
る
中
小
漁
業
者
の

営
む
当
該
共
済
契
約
に
係
る
特
定
養
殖
業
に
供
用
す
る
い
か
だ
の
共
済
責
任

期
間
中
に
お
け
る
最
高
の
台
数
の
合
計
数
を
当
該
中
小
漁
業
者
の
数
で
除
し

て
得
た
台
数
。
次
項
第
四
号
並
び
に
別
表
第
四
十
四
号
か
ら
第
四
十
六
号
ま

で
、
第
四
十
八
号
及
び
第
四
十
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
当
該
共
済
契

約
者
の
営
む
当
該
共
済
契
約
に
係
る
特
定
養
殖
業
が
く
る
ま
え
び
養
殖
業
で

あ
る
場
合
に
は
当
該
特
定
養
殖
業
に
供
用
す
る
養
殖
池
の
共
済
責
任
期
間
中

に
お
け
る
最
高
の
面
数
（
当
該
共
済
契
約
者
が
法
第
百
二
十
五
条
の
三
第
一

項
第
二
号
に
掲
げ
る
組
合
員
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
号
に
規
定
す
る
規
約
を

定
め
て
い
る
中
小
漁
業
者
の
営
む
当
該
共
済
契
約
に
係
る
特
定
養
殖
業
に
供

用
す
る
養
殖
池
の
共
済
責
任
期
間
中
に
お
け
る
最
高
の
面
数
の
合
計
数
を
当

該
中
小
漁
業
者
の
数
で
除
し
て
得
た
面
数
。
別
表
第
四
十
七
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
養
殖
業
の
種
類
に
応
じ
、
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
柵
数
、
台
数
又
は
面
数
（
当
該
共
済
契
約
者
が
当
該
特
定
養

殖
業
を
営
む
漁
業
協
同
組
合
又
は
漁
業
生
産
組
合
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
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柵
数
、
台
数
又
は
面
数
に
、
真
珠
母
貝
養
殖
業
に
あ
つ
て
は
十
、
の
り
等
養

殖
業
、
ほ
た
て
貝
等
養
殖
業
、
特
定
か
き
養
殖
業
、
く
る
ま
え
び
養
殖
業
、

う
に
養
殖
業
及
び
ほ
や
養
殖
業
に
あ
つ
て
は
五
を
乗
じ
て
得
た
柵
数
、
台
数

又
は
面
数
）
に
満
た
な
い
こ
と
。 

特
定
養
殖
業
の
種
類 

柵
数
、
台
数
又
は
面
数 

（
略
） 

（
略
） 

 

２ 

法
第
百
九
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
一
定
の
要
件
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。 

２ 

法
第
百
九
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
一
定
の
要
件
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。 

一 

漁
獲
共
済
の
共
済
契
約
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
共
済
契
約
者
が
、
法
第
百

五
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
区
域
ご
と
及
び
区
分
ご

と
に
、
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
二
分
の
一
以
上
の
者
に
つ
い
て
、
同
時
に
特

定
第
二
号
漁
業
者
又
は
同
号
ロ
に
掲
げ
る
団
体
か
ら
当
該
漁
業
に
係
る
漁
獲

共
済
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
が
さ
れ
た
場
合
（
そ
の
申
込
み
に
際
し

当
該
区
域
内
に
漁
業
根
拠
地
を
有
し
、
か
つ
、
当
該
区
分
に
係
る
漁
業
を
営

む
特
定
第
二
号
漁
業
者
以
外
の
被
共
済
資
格
者
が
併
せ
て
当
該
漁
業
に
係
る

漁
獲
共
済
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
を
し
た
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け

る
当
該
申
込
み
に
係
る
共
済
契
約
者
で
あ
り
、
か
つ
、
共
済
契
約
ご
と
に
、

当
該
共
済
契
約
に
係
る
共
済
金
額
の
共
済
限
度
額
に
対
す
る
割
合
と
し
て
百

分
の
三
十
（
定
置
漁
業
以
外
の
漁
業
の
う
ち
当
該
共
済
契
約
に
係
る
漁
業
に

使
用
す
る
漁
船
の
合
計
総
ト
ン
数
が
二
十
ト
ン
未
満
の
も
の
及
び
漁
業
法
第

六
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
定
置
漁
業
以
外
の
定
置
漁
業
に
あ
つ
て
は
、
百

分
の
四
十
）
以
上
の
割
合
を
選
択
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

一 

漁
獲
共
済
の
共
済
契
約
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
共
済
契
約
者
が
、
法
第
百

五
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
区
域
ご
と
及
び
区
分
ご

と
に
、
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
二
分
の
一
以
上
の
者
に
つ
い
て
、
同
時
に
特

定
第
二
号
漁
業
者
、
同
号
ロ
に
掲
げ
る
組
合
員
又
は
同
号
ハ
に
掲
げ
る
団
体

か
ら
当
該
漁
業
に
係
る
漁
獲
共
済
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
が
さ
れ
た

場
合
（
そ
の
申
込
み
に
際
し
当
該
区
域
内
に
漁
業
根
拠
地
を
有
し
か
つ
当
該

区
分
に
係
る
漁
業
を
営
む
特
定
第
二
号
漁
業
者
以
外
の
被
共
済
資
格
者
が
併

せ
て
当
該
漁
業
に
係
る
漁
獲
共
済
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
を
し
た
場

合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
当
該
申
込
み
に
係
る
共
済
契
約
者
で
あ
り
、
か
つ

、
共
済
契
約
ご
と
に
、
当
該
共
済
契
約
に
係
る
共
済
金
額
の
共
済
限
度
額
（

共
済
契
約
者
が
同
号
ロ
に
掲
げ
る
組
合
員
で
あ
る
と
き
は
、
同
号
ロ
に
規
定

す
る
規
約
を
定
め
て
い
る
中
小
漁
業
者
の
全
て
を
通
ず
る
単
位
共
済
限
度
額

の
合
計
額
）
に
対
す
る
割
合
と
し
て
百
分
の
三
十
（
定
置
漁
業
以
外
の
漁
業

の
う
ち
当
該
共
済
契
約
に
係
る
漁
業
に
使
用
す
る
漁
船
の
合
計
総
ト
ン
数
が

二
十
ト
ン
未
満
の
も
の
及
び
漁
業
法
第
六
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
定
置
漁

業
以
外
の
定
置
漁
業
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
四
十
）
以
上
の
割
合
を
選
択
し

て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。 
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二
・
三 

（
略
） 

二
・
三 

（
略
） 

四 

特
定
養
殖
共
済
の
共
済
契
約
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
共
済
契
約
者
が
、
法

第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
の
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
区
域
ご
と
に
、
区

域
内
特
定
養
殖
業
者
の
二
分
の
一
以
上
の
者
に
つ
い
て
、
同
時
に
区
域
内
特

定
養
殖
業
者
か
ら
当
該
特
定
養
殖
業
に
係
る
特
定
養
殖
共
済
の
共
済
契
約
の

締
結
の
申
込
み
が
さ
れ
た
場
合
（
そ
の
申
込
み
に
際
し
、
当
該
区
域
内
に
住

所
を
有
し
、
か
つ
、
当
該
特
定
養
殖
業
を
営
む
区
域
内
特
定
養
殖
業
者
以
外

の
被
共
済
資
格
者
が
併
せ
て
当
該
特
定
養
殖
業
に
係
る
特
定
養
殖
共
済
の
共

済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
を
し
た
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
当
該
申
込
み

に
係
る
共
済
契
約
者
で
あ
り
、
か
つ
、
共
済
契
約
ご
と
に
、
当
該
共
済
契
約

に
係
る
共
済
金
額
の
共
済
限
度
額
に
対
す
る
割
合
と
し
て
百
分
の
三
十
（
当

該
共
済
契
約
に
係
る
特
定
養
殖
業
に
供
用
す
る
い
か
だ
の
共
済
責
任
期
間
中

に
お
け
る
最
高
の
台
数
が
二
十
台
未
満
で
あ
る
真
珠
母
貝
養
殖
業
に
あ
つ
て

は
、
百
分
の
四
十
）
以
上
の
割
合
を
選
択
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

四 

特
定
養
殖
共
済
の
共
済
契
約
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
共
済
契
約
者
が
、
法

第
百
二
十
五
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
区
域
ご
と

に
、
区
域
内
特
定
養
殖
業
者
の
二
分
の
一
以
上
の
者
に
つ
い
て
、
同
時
に
区

域
内
特
定
養
殖
業
者
又
は
同
号
に
掲
げ
る
組
合
員
か
ら
当
該
特
定
養
殖
業
に

係
る
特
定
養
殖
共
済
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
が
さ
れ
た
場
合
（
そ
の

申
込
み
に
際
し
、
当
該
区
域
内
に
住
所
を
有
し
、
か
つ
、
当
該
特
定
養
殖
業

を
営
む
区
域
内
特
定
養
殖
業
者
以
外
の
被
共
済
資
格
者
が
併
せ
て
当
該
特
定

養
殖
業
に
係
る
特
定
養
殖
共
済
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
を
し
た
場
合

を
含
む
。
）
に
お
け
る
当
該
申
込
み
に
係
る
共
済
契
約
者
で
あ
り
、
か
つ
、

共
済
契
約
ご
と
に
、
当
該
共
済
契
約
に
係
る
共
済
金
額
の
共
済
限
度
額
（
共

済
契
約
者
が
同
号
に
掲
げ
る
組
合
員
で
あ
る
と
き
は
、
同
号
に
規
定
す
る
規

約
を
定
め
て
い
る
中
小
漁
業
者
の
全
て
を
通
ず
る
単
位
共
済
限
度
額
の
合
計

額
）
に
対
す
る
割
合
と
し
て
百
分
の
三
十
（
当
該
共
済
契
約
に
係
る
特
定
養

殖
業
に
供
用
す
る
い
か
だ
の
共
済
責
任
期
間
中
に
お
け
る
最
高
の
台
数
が
二

十
台
未
満
で
あ
る
真
珠
母
貝
養
殖
業
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
四
十
）
以
上
の

割
合
を
選
択
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

 
 

（
組
合
の
地
域
共
済
事
業
に
つ
い
て
の
技
術
的
読
替
え
） 
（
組
合
の
地
域
共
済
事
業
に
つ
い
て
の
技
術
的
読
替
え
） 

第
二
十
八
条 

法
第
百
九
十
六
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次

の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
二
十
八
条 

法
第
百
九
十
六
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次

の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
法
の
規 

定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字 

句 

読
み
替
え
る
字
句 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

読
み
替
え
る
法
の
規 

定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字 

句 

読
み
替
え
る
字
句 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
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第
八
十
五
条
第
一
項 

被
共
済
者
（
第
百
五
条

第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲

げ
る
組
合
員
に
あ
つ
て

は
同
号
ロ
に
規
定
す
る

中
小
漁
業
者
、
同
項
第

二
号
ロ
に
掲
げ
る
団
体

に
あ
つ
て
は
そ
の
構
成

員
を
含
む
。
次
条
、
第

八
十
七
条
、
第
九
十
三

条
第
一
項
第
三
号
か
ら

第
五
号
ま
で
及
び
第
百

三
条
に
お
い
て
同
じ
。

） 

         

被
共
済
者 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
八
十
五
条
第
二
項 

被
共
済
者
（
第
百
五
条

第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲 

被
共
済
者 

 

第
八
十
五
条
第
一
項 

被
共
済
者
（
第
百
五
条

第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲

げ
る
組
合
員
に
あ
つ
て

は
同
号
ロ
に
規
定
す
る

中
小
漁
業
者
、
同
項
第

二
号
ロ
に
掲
げ
る
組
合

員
に
あ
つ
て
は
同
号
ロ

に
規
定
す
る
規
約
を
定

め
て
い
る
中
小
漁
業
者

、
同
号
ハ
に
掲
げ
る
団

体
に
あ
つ
て
は
そ
の
構

成
員
、
第
百
二
十
五
条

の
三
第
一
項
第
二
号
に

掲
げ
る
組
合
員
に
あ
つ

て
は
同
号
に
規
定
す
る

規
約
を
定
め
て
い
る
中

小
漁
業
者
を
含
む
。
次

条
、
第
八
十
七
条
、
第

九
十
三
条
第
一
項
第
三

号
か
ら
第
五
号
ま
で
及

び
第
百
三
条
に
お
い
て

同
じ
。
） 

被
共
済
者 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
八
十
五
条
第
二
項 

被
共
済
者
（
第
百
五
条

第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲 

被
共
済
者 
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げ
る
組
合
員
に
あ
つ
て

は
同
号
ロ
に
規
定
す
る

中
小
漁
業
者
、
同
項
第

二
号
ロ
に
掲
げ
る
団
体

に
あ
つ
て
は
そ
の
構
成

員
。
第
九
十
三
条
第
一

項
第
八
号
に
お
い
て
同

じ
。
） 

         

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
九
十
一
条
第
四
項 

      

被
共
済
者
（
第
百
五
条

第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲

げ
る
組
合
員
に
あ
つ
て

は
同
号
ロ
に
規
定
す
る

中
小
漁
業
者
、
同
項
第

二
号
ロ
に
掲
げ
る
団
体

に
あ
つ
て
は
そ
の
構
成 

被
共
済
者 

      

 

げ
る
組
合
員
に
あ
つ
て

は
同
号
ロ
に
規
定
す
る

中
小
漁
業
者
、
同
項
第

二
号
ロ
に
掲
げ
る
組
合

員
に
あ
つ
て
は
同
号
ロ

に
規
定
す
る
規
約
を
定

め
て
い
る
中
小
漁
業
者

、
同
号
ハ
に
掲
げ
る
団

体
に
あ
つ
て
は
そ
の
構

成
員
、
第
百
二
十
五
条

の
三
第
一
項
第
二
号
に

掲
げ
る
組
合
員
に
あ
つ

て
は
同
号
に
規
定
す
る

規
約
を
定
め
て
い
る
中

小
漁
業
者
。
第
九
十
三

条
第
一
項
第
八
号
に
お

い
て
同
じ
。
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
九
十
一
条
第
四
項 

被
共
済
者
（
第
百
五
条

第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲

げ
る
組
合
員
に
あ
つ
て

は
同
号
ロ
に
規
定
す
る

中
小
漁
業
者
、
同
項
第

二
号
ロ
に
掲
げ
る
組
合

員
に
あ
つ
て
は
同
号
ロ 

被
共
済
者 
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員
を
含
む
。
） 

          
 

 

に
規
定
す
る
規
約
を
定

め
て
い
る
中
小
漁
業
者

、
同
号
ハ
に
掲
げ
る
団

体
に
あ
つ
て
は
そ
の
構

成
員
、
第
百
二
十
五
条

の
三
第
一
項
第
二
号
に

掲
げ
る
組
合
員
に
あ
つ

て
は
同
号
に
規
定
す
る

規
約
を
定
め
て
い
る
中

小
漁
業
者
を
含
む
。
） 

 

 

 
 

 
 

 


	○　漁業災害補償法施行令（昭和三十九年政令第二百九十三号）

